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訪問看護サービス重要事項説明書 

利用者様に対するサービスの提供開始にあたり、厚生省令第 37 号第 8 条に基づいて当事業

者が利用者様に説明すべき重要事項は次の通りです。 

1. 事業者の概要 

事業者名称 特定非営利活動法人訪問看護ステーションコスモス 

所 在 地 東京都台東区日本堤 1-1-7 

代 表 者 山下 眞実子 

電 話 番 号 03-3871-7228 

2. 事業所の概要 

事業所名称 訪問看護ステーションコスモス寿 

サービスの種類 訪問看護、介護予防訪問看護 

所 在 地 神奈川県横浜市中区松影町 3-11-7 三和物産松影町ビル 701 

電話・FAX 番号 045-227-8186・045-663-5398 

事業所番号 1460490086 神奈川県 

管理者氏名 沓澤 則子 

通常の事業の実施地域 横浜市中区 

3. 事業の目的と運営方針 

事業の目的 利用者が、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができる

よう、生活の質の確保および向上を図るとともに安心して日常生活を過ご

すことができるよう、訪問看護サービスを提供することを目的とする。 

運営の方針 利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、関係法令および本契約の定め

に基づき、関係する市区町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等

と連携を図りながら、利用者の状態の改善や悪化防止のため適切なサービ

ス提供に努めます。 

4. 営業日時 

営 業 日：月曜日から金曜日まで（祝日および年末年始 12/30～1/4 を除く） 

営業時間：午前 9 時から午後 5 時まで 

5. 事業所の職員体制                    （2024 年 4 月 1 日現在） 

職種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 ・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

常勤 1 名 

看護師等 ・指定訪問看護等の提供にあたります。 

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成します。 

非常勤 6 名 
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6. 利用料 

① 医療保険適用分 

項目 内容 金額 

基
本
の
サ
ổ
ビ
ス 

訪問看護 

基本療養費Ⅰ 
訪問するたびに算定 

週 3 回まで 5,550 円 

週 4 回目以降 6,550 円 

難病等複数回 

訪問加算 

末期の悪性腫瘍・厚生労働大臣が定める疾
病等・特別訪問看護指示書により同日複数
回訪問した場合 

同日 2 回目 4,500 円 

同日 3 回以降 8,000 円 

精神科訪問看護 

基本療養費Ⅰ 
訪問するたびに算定 

週 3 回まで 5,550 円 

週 4 回目以降 6,550 円 

早朝・夜間 

訪問看護加算 

午前 6 時～午前 8 時まで 
2,100 円 

午後 6 時～午後 10 時まで 

深夜訪問看護加算 午後 10 時～午前 6 時まで 4,200 円 

訪問看護 

管理療養費 

主治医に対し、訪問看護計画・報告書を提出
するとともに、必要に応じて主治医との連
携確保や訪問看護の実施について計画的な
管理を継続した場合 

初日 7,670 円 

2 日目以降 3,000 円 

退院時 

共同指導加算 

主治医の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設と共同
し利用者に対し在宅での療養上必要な指導を行い文書により
提出した場合 

8,000 円 

特別管理指導加算 特別な管理が必要で、退院時共同指導を行った場合 2,000 円 

退院支援指導加算 

末期の悪性腫瘍等の利用者や診療により退院当日の訪問看護
が必要であると認められた者に対し、訪問看護師等が退院日
に在宅において指導を行った場合 

6,000 円 

24 時間対応 

体制加算 

利用者の同意の下、利用者又は家族からの電話等により看護
に関する意見を求められた場合に常時対応可能な体制 

6,520 円 

特別管理加算１ 

気管切開指導管理・気管カニューレ・留置カテーテル（胃瘻・
経管栄養・バルン）・中心静脈栄養・ドレーンチューブを使用
している状態等 

5,000 円 

特別管理加算２ 

酸素療法・中心静脈栄養・疼痛等の管理 

指導がある。人工肛門又は人工膀胱を設置している状態。真
皮を超える褥瘡の状態。 

点滴を行っている状態。 

2,500 円 

⾧時間訪問看護加算 
人工呼吸器を使用する利用者等に対しての訪問看護が 90 分
を超える場合 

5,200 円 

複数名訪問看護加算 
ご家族等の同意を得ており、利用者様の身体的理由により一
人の訪問看護師による訪問看護が困難な場合 

4,500 円 

ターミナルケア 

療養費 

在宅で亡くなった利用者に対して、死亡日及び死亡日前 14

日以内に 2 回以上訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけ
るターミナルケアに係わる支援体制を説明した上でターミナ
ルケアを行った場合。在宅以外で 24 時間以内に亡くなった
場合も含む 

25,000 円 

訪問看護ベースアッ
プ評価料 

医療関係職種に関する評価 780 円 
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① 実費 

・交通費：いただきません。 

・死後の処置料：一律 10,000 円 

② その他 

イ) 利用者様のお住まいでサービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の費用は、

利用者様のご負担になります。  

ロ) 費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則１割から３割

が自己負担です。 

ハ) 利用料（利用者負担分の金額）は、1 か月ごとにまとめて請求しますので、現金か口座引

き落としの方法でお支払いください。  

6. キャンセル料 

いただきません。 

7. 緊急時の対応 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じ

て臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し指示を求める等、必要な措置

を講じます。 

主治医 

医療機関  

氏 名  

所 在 地  

電話番号  

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（続柄）  

住所（所属）  

電話番号  

8. 事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族および市区町村等へ

連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が

発生した場合には、速やかに損害賠償いたします。なお、事業者は下記損害賠償保険に加入

しています。  

保険会社名 保険名 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  日本訪問看護財団  

あんしん総合保険制度 
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9. 苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、当事務所の下記窓口でお受けします。 

相談窓口担当者 訪問看護ステーションコスモス寿 沓澤則子 

電話番号 045-227-8186 

面接場所 当事務所の相談室 

当事業所以外に、市役所、区役所の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

10. サービスの利用にあたっての留意点 

（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことはできませんので予め 

ご了承ください。 

・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など金銭に関する取扱い 

（２）看護師等に対する金品や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）諸事情によりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに当事務所の担

当者へご連絡ください。 

 

11. 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である

期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を従業者との

雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同

意を得ない限りサービス担当者会議 等で利用者の家族の個人情報は用いません。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

12. 虐待の防止 

利用者等の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、対策を検討する委員会

を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り、指針を整備しま

す。また、虐待の防止のための研修を定期的に実施し、虐待防止に関する措置を適切に実施

するための担当者を置きます。 

サービス提供中に、医療従事者または擁護者（家族・同居人等）による虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は、速やかに市町に通報します。  

 

13. 身体拘束の適正化 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き身

体的拘束等を行わないものとします。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
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14. 感染症の予防及びまん延防止  

当事業所において、感染症まん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね 6 月に

1 回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り指針を整備します。  

また、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を、定期的に実

施します。 

 

15. 業務継続計画 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する看護サービスの提供を継続的に実施

するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計

画に従い、必要な看護サービスを継続的に提供できる体制を構築します。 

また、従業者に対し、業務継続計画について説明及び周知するとともに、必要な研修及び

訓練を実施するものとし、定期的に計画の見直しや変更を行います。 

 

 

 

重要事項説明書の説明年月日         年  月  日 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、事業者からサービス内容及び重要事項の説明を受けこれに

同意し交付を受けました。 

利用者  住 所  

               

                                                

           氏 名                      

 

当事業者は、訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対してサービス内容説明書及び重要事項

説明書に基づいてサービス内容及び重要事項を説明しました。 

事業者  所在地  神奈川県横浜市中区松影町 3-11-2 

三和物産松影町ビル 701 

           事業者名 特定非営利活動法人訪問看護ステーションコスモス 

           事業所名 訪問看護ステーションコスモス寿 

           事業所管理者名  沓澤 則子 

           説明者氏名    沓澤 則子 

 

 

 


